
関係各位

事務連絡

平成 26年 10月 31日

厚生労働省保険局医療課

平成 26年度中にデータ提出加算の届出（様式 40の7）を行うために

必要な手続きについて

標記について、地方厚生（支）局医療課あて事務連絡を発出するとともに、 Jjlj添関係団体

等に協力を依頼しましたので、各位におかれましでも、関係者に対し周知を図られますよ

うお願いいたします。
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事 務 連 絡

平成 26年 10月 31日

各地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

平成26年度中にデータ提出加算の届出（様式40の7）を行うために

必要な手続きについて

「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示

第58号）によって、 7対 1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院入

院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、地域包括ケア病棟入

院料及び特定一般病棟入院料（注 7に規定する施設基準）の施設基準として、

データ提出加算の届出を行っていることが規定されたところです。

これらの入院基本料等を平成27年 4月 1日以降も引き続き算定する、又は平

成27年 4月 1日から新たに算定を開始する予定の医療機関（平成26年 3月31日

時点でデータ提出加算の届出を行っている医療機関、 Dp C対象病院及びDp 

C準備病院を除く）が当該施設基準を満たすためには、平成26年度中にデータ

提出加算の届出（様式40の7）を行うことが必要となります。

そのためには、平成26年 11月20日までに D p Cデータ提出開始届出書（様式4

0の 5）を地方厚生（支）局に届け出た上で、平成26年 12月及び平成27年 1月の

試行データを提出し、厚生労働省保険局医療課からデータ提出通知を受けるこ

とが必要となるため、届出漏れ等が生じないよう当該取扱いについて遺漏なき

ょうご対応をお願いいたします。



H26.5.11 平成26年度データ提出加算に係る説明会資料（抜粋、一部改）

厚生労働省が実施するDPC調査に準拠したデータが正確に作成及び

継続して提出されることを評価したもの。

・入院中！こ1回に限り退院時に算定する。

｜データ提出加算1: 
「入院データJのみ提出

データ提出加算2:
「入院データJ＋「外来データJ提出

． 

移行期間：平成26年4月～平成27年3月

平成27年4月1日以降これらの入院基本料を算定する予定の場合は、

移行期間終了までにデータ提出加算の届出することが必要。
※この場合、第3回目のスケジュールまで、に手続きを開始する必要がある。
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平成26年度診療報酬改定

DPCデータ提出に係る評価の見直しについて
〉データ提出加算について、現在データ提出の対象となっていない病棟についてもデータを提出することとし、

すべての病院でデータ提出加算の届出を可能とする。
》また、データ提出加算参加の機会が年1固に限られていることから、参加機会を増やす。

際限（言問干f(i,'vi；＇，；，，＼＇~［j;''l］：~i;mf,・, i'Ji!i~＇－t ，＇＼！，甘さ円：~＇，＇i ＇＼~！？；＇－·，~：｝＼；＇：］f11~i{ t!I1,-'.t ';l 
陸議V以：：，i1i:r~，tdi-U:f'ill-,J;'t ＇＇＇~ir::11,01i－＇~~：＇なき表世i~~；~－＇：l ：~＇三＇l~奈川1長引阪益三1

［データ提出加算1 （入院データ提出）］ （退院時1回）
イ（ 20 0床以上） 1 0 0車‘口（20 0床朱溝） ・1 5 0点

［データ提出加算2 （入院＋外来データ提出）］ （退院時1回）
イ（20 0 京以上） 1 1 0点、口（20 0底来温） 1 6 0点

［算定要件］
・7対 1及び10対 1入院基本料（一般病棟入院基本料（一般病棟
に限る。）、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料（一
般病棟に限る））を届け出ていること。
・診療録管理体制加算に係る届出を行っていること（同等の体制を有し
ている場合を含む）。等

［対象病棟L
－一般病棟入院基本料（7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限

る。）、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（7対1一般病
棟入院基本料、 10対1一般病棟入院基本料及び精神病棟に限る。）、
専門病院入院基本料（7対1及び10対1に限る。）、救命救急入院料、

特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケ
アユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特
定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治
療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、小児入
院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、
精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、短
期滞在手術基本料3
［参加機会］

・年1固（原則5月）

［データ提出加算1 （入院データ提出）］ （退院時1囲）
イ（20 0底以上） 1 0 0点‘ロ（ 20 0床来溝） 1 5 0点
［データ提出加算2 （入院＋外来データ提出） ] （退院時t回）
イ（20 0床以上） 1 1 0点‘口（ 20 0底朱瀧） 160点

［算定要件1
・診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。等
［対象病棟］
・全ての病棟（短期滞在手術基本料1を除く）

［拳加機会］
・年4回 (5月20目、 8月20目、 11月20呂、 2月20日）

［経過措置］

平成26年3月31固までに届出
を行っている病院については、

平成27年3月31日までの問、
基準を満たしているものとする。

データ提出加算の施設基準
( 1）「A207診療録管理体制加算」に係る届出を行っている保険医療機関

であること。

(2）標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め、厚生

労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査（特別調査
を含む。）」に適切に参加できる体制を有すること。また、 DPC調査事

務局と常時連絡可能な担当者を2名指定すること。

(3) DPC調査に適切に参加し、 DPCデータの作成対象病棟に入院する

すべての患者について、 DPC調査に準拠したDPCフォーマットデータ

を提出すること。

(4）「（※）適切なコーデ、イングに関する委員会Jを設置し、年2回以上当該

委員会を開催すること。

（※）コーデ、イングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門

に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括

する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする
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※『械式40の7Jの届出を行った障には、地方厚生（支）局の受領印を受けたf械式40の7」の写しをDPC調査事務局まで電子メールにより提出。 5 
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し二二二i時デ十習暫喧？£~~~厄；二二二J
対象となる

試行データ
｛平成26年度｝

！単調1,rt；持~；：，t'l柑発i;',)i:,11
第4回：2月、 3月分

様式40の5
提出期限

平成27年2月20日

試行データ
提出期限

平成27年4月22日

合格後の

初回データ作成
（調査実施説明資料の通り）

平成27年度より

※「合格後の初回データ作成」は、最短スケジュールの場合の時期を示したもので、
様式40の7の届出時期によって異なることに注意。

0 試行データとして上記スケジュールに則り提出。

0 試行データの提出方法は次頁以降の本番データ提出方法と同様。

なお、試行データの提出に遅延等が認められた場合、「未提出jとして取扱い、
不合格となるので、注意すること。

0 試行データ提出時点では、 A207診療録管理体制加算に係る届出は
必須ではない。

様式：40の5の記載方法について
·~ 

語文40の5

DP Cデータ鍵出縄始脇幽書

l A'.!45データ提出窓圃 1：白書？と，B臨般轟!II（［，到する項目にチ＂＇＂クをすること .J＇・2

AZOT~－聾腎理体制羽鼻に雪量る揖Ii：を行っている．

し !DP E再入由憲司JP舗に鰐・t::,111董4に轟!:lie.Ill)で草？＞.

噛拐なコーディングド鱒する岳民告を厳罰＼...11'2齢 ut、当量産豊島民会を欄姻十るζ

と，

し DP Cデ｝タ作捜匂権明帽のデータ~提出する i.鯛~曹領したこと‘

z.輯It:融ゆか

団融問1買 宮阜

聞神間t軍 曹阜

感聾Z草稿席 E乾

毒事騨購庶 lfi 

’唾病床 床

llf 書邑

S，デ』タ作揖開始担制，

i鞠 年 舟 自

.J:lli!山止おり屠tttを行い奮すa

半融牢月日

t議酬匝，R帽館主，l'litき踊It•闘員び名刺

開E聖書名

理x11•商務自鳥島麗曹.量 JI!! 

印

／…w 一 一 一 … 担 盟 店1 仇

／①新規で届出を行う病院
t →該当する項目にチェックすること。
； ただし、現時点で全てを満たしていなければならないわけではない。： （様式40の7の届出を行う時点では全て満たす必要がある。）

②平成26年3月31日時点でデータ提出加算届出済の病院

-74点目『DPCデータ作成対象病棟のデータを提出する体制を整備した

ことJのみをチェックすること。

①新規で届出を行う病院

ーラ誌行データの作成開始日を記載すること。

（例）8月20日〆切の第2回目スケジュールで届出を行う場合は、誌行

データ作成lま9月、 10月の2月となるので、『平成26年9月1日』と
記載する。

②新規で届出を行う新規DPC準備病院

ーシ様式40の5の届出を行う月の属する四半期の初日を記載すること。

（例）5月に届出を行う場合、4～6月分のデータを誌行データと見なす

ため、「平成26年4月1日』と記載する。

③平成26年3月31日時点でデータ提出加算届出済の病院

ーラ様式40の5の届出を行う月の翌四半期の初日を記載すること。

（例）5月に届出を行う場合、『平成26年7月1日Jと記載する。
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c＝己記章式~~恒明濡整烹塗艮｝竺：，：，：，~：：

事項 担当者 1・・u 揖型車曹 26・・u

限胸置，，.,g

1'i皿・ー
R ． 
氏 ~ 

竃眠”

FA X・ー
F.-rn・8I 

｛位軍事項｝

酷 1 抽尉轟噂配車て蘭1'"1を上で掴尚を軒う網挺は、データ停車t岡崎サる月山・tJl町四日企で

に帽方車生（:J:）蝿匝’幌高t経由して．車生脅．省線抽崎臨”’..にII!出令ること．

な剖‘平成 ~6 俸 2 月 JI n tでに岨lUI障の埴け邸止符っている病院が， DP Cデ｝タ伸成対島

柄拘｛聞 1障の入院轟ヨド柄、’u飾的骨盤入院制且ぴ鱒4筋肉殖期掃1£＇！＇術革怠軒（ A柑O縦割再開

f王手附・・轟窓制 It阻〈．｝｝のザーータt-健闘する・告には型地..届出’t-蝿t討すι.：.と．

場2 桐際art.肝首1桐1京酌今e，酷槽飴鯛7j‘爾2壇慨S曙に蝿置する隅R’ltll!・寸ること‘

機2 ゲ』 !I作成問蛤Rは．ダータ作賦岡崎丹の初回骨院・置する Zと．

細長・s楓鴨署2,gにゥいて， DP C野島問民民ぴDPCltl•fl院は、 ror t噂入め，z・踊葺に調十

る調査j iこ個る適輔相当‘曾と してDPc•董・R崎に量睡している組向置を＇ I！・ 'f" 吾こ ！：.

0必ず担当者を2名設定し、記載すること。なお、 DPC対象病院、
DPC準備病院については、すでにDPC調査事務局に登録している

担当者を記載すること。

0連絡漏れを防ぐため、 2名別々のE-mailアドレスを記載すること。

（ただし、個人メールアドレスがなく病院の代表アドレスしか有さな
い場合など、アドレスを2つ設定できない事情がある場合は、 2名
同じアドレスを記載しても差し支えない。）

※なお、 DPC調査事務局において担当者登録が完了すると、登録

完了及び配布ソフト案内のメールが各医療機関担当者あて送信
される。

【その他注意事項】

0様式40の5は地方厚生（支）局医療課に提出すること。
（厚生労働省に直接送付しないこと。）

O様式40の5の届出後に担当者に変更が生じた場合は、スライド

67のとおり手続きを行うこと。（再度様式40の5を用いて届出を行う
必要はない。）

DPC調査事務局のサイト

DPC調査に関連する資料は、すべてまとめてDPC調査事務局

のホームページで公開しているので、疑問が生じた場合は、
まずここを参照すること。

↓ 

http://www. orrism .com/ doc/14doc. html 

【平成26年度DPC導入の影響評価に係る調査に関する資料】
坊本日ご説明した調査実施説明資料を詳しく解説。

【様式3ファイル】
【DPC/PDPS傷病名コーデ、イングテキスト】
【連絡担当者の登録・変更】
【プログラム（随時更新予定）】
・様式1入力支援ソフト
・形式チェックプログ、ラム
・EFファイル統合ソフト

他
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